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敷地分割に伴う管理区分及び管理方法（管理体制・費用負担）に係る考え方 

 
１.敷地分割及び設備等の管理区分・方法の課題 

① ホテル及び国際会議場等の資産譲渡に伴い、一体として計画及び整備された淡路夢舞

台の敷地が分割され、事業者運営部分と県運営部分に分かれる。このため、敷地分割

等において建築基準法上の敷地設定の課題等が生じる。 

② 電気、水道等の設備も一体的に計画及び整備されているため、共通設備については、

事業者と県で適切な管理区分及び管理方法（管理体制・費用負担等）を設定する必要

がある。 

③ 外構部分についても、水景施設等事業者運営部分と県運営部分をまたぐ施設が存在す

ることから、事業者間及び県での適切な管理区分及び管理方法（管理体制・費用負担

等）を設定する必要がある。 

※現況について、詳細は、守秘義務対象資料「敷地分割に伴う法的要件整理報告書」を参

照すること 

 

２.基本的な考え方 

（敷地分割） 

① 接道及びアクセス道について 

敷地分割による接道要件については、譲渡対象敷地は従来どおり、国道 28号からの

アクセス道を接道とする。県敷地は灘山緑地の西側で本州四国連絡道沿いの市道から

灘山緑地へのアクセスを接道として、建築敷地を設定することを想定する。ただし、

県敷地への主要アクセスは従来通り、国道 28号からのアクセスによる事業者敷地を通

過するルートとする。温室等への物販等車両運搬ルートも同ルートを使用し、ホテル

と国際会議場の間を通過し、灘山緑地の園路を通過する道路とする。 

② 敷地分割ライン上の構造物等の扱いについて 

敷地分割ラインが建物ラインに近接、かつ、外構構造物を分断している箇所が存在

していることから、建物の基礎等地下構造物が譲渡後の敷地境界線を越えている箇所

がある。当該構造物については、借地料負担や将来の建築行為への制限につながる恐

れがあることから、事業者と県であらかじめ協定を結び、課題に対応することとす

る。 

 

（設備及び外構部） 

① 財産区分について 

電気、水道、下水道等インフラ設備については、敷地境界で財産区分するものとす

る。また、事業者と県の敷地境界をまたぐ水景等施設についても、敷地境界で財産区

分するものとするが、効率的な管理のため、県敷地に位置する水景施設とその敷地も

別紙２



含め、県から事業者側に譲渡することの可能性も含め事業者と県で協議することとす

る。 

② 電気等使用料について 

電気等設備は一体的に整備され、引き込みは共通かつ主要設備はホテル等施設に位

置することから、ホテル等施設の譲渡後、県が運営する部分（温室、野外劇場、百段

苑等）の使用料は、事業者が県（指定管理者）に請求し、県（指定管理者）が支払う

ものとする。 

③ 共通設備の点検等維持管理費について 

共通設備（ホテル等施設に位置し事業者に譲渡される財産だが、県も譲渡後一部使

用するもの）の保守点検等維持管理費用は使用する設備容量、使用料や設備機器点数

等で按分した額を事業者と県が各々負担する（別表「淡路夢舞台、管理者分割（事業

者及び指定管理者）による管理方法」）。なお、管理体制等詳細は事業者と県であらか

じめ適切な方法を協議し、締結する管理協定において定めるものとする。 

④ 修繕及び更新について 

電気等設備の修繕及び更新費用は、原則として、財産区分に応じて事業者と県（指

定管理者）で各々負担するものとする。具体的な費用負担の内容及び方法等の詳細は

民間事業者と県による協議の上、締結する管理協定において定めるものとする。 
 

＜図：想定する建築敷地の分割方法＞



  


